
 

 

新宿区施工能力等審査型総合評価方式実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、施工能力等審査型総合評価方式に関し基本的事項を定めることにより、新宿

区（以下「区」という。）が発注する工事（以下「発注工事」という。）における安定した品質確

保及び不良不適格事業者の参入防止を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 施工能力等審査型総合評価方式 発注工事に係る入札の参加事業者について、入札価格及び

施工能力を総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。 

⑵ 工事成績点 新宿区工事成績評定制度の試行に関する要綱（平成２２年７月２０日付け２２

新総施営第３３４号）又は、新宿区工事成績評定要綱（平成３０年３月８日付け２９新総施営

第８０４号）に基づき実施した工事成績評定に係る点数をいう。 

 ⑶ １級技術者 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第１５条第２号

イに該当する者をいう。 

 ⑷ ２級技術者 法第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令に規定する試験で当該

試験に合格することによって直ちに法第７条第２号ハに該当することとなるものに合格した

者又は他の法令の規定による免許又は免状の交付（以下「免許等」という。）で当該免許等を

受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって、１級技術者

以外の者をいう。 

 ⑸ その他の技術者 法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は第１５条第２号ハに該当する者であ

って、１級技術者及び２級技術者以外の者をいう。 

 ⑹ ＣＯＲＩＮＳ 一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報サービス

をいう。 

 

 （対象工事等） 

第３条 施工能力等審査型総合評価方式の対象となる工事は、原則として予定価格３，０００万円

以上の発注工事とする。 

２ 施工能力等審査型総合評価方式を採用する発注工事は、前項の規定に該当する発注工事のうち、

新宿区指名業者選定等委員会で選定の上これを決定する。 

 

 （入札方式） 

第４条 施工能力等審査型総合評価方式に係る入札は、制限付一般競争入札によるものとする。 

 

 



 

 

 （評価方法） 

第５条 施工能力等審査型総合評価方式による評価は、次条及び第７条の規定により算定した価格

点及び施工能力評価点を合計して得た評価点による。 

 

 （価格点） 

第６条 価格点は、次の算式により算定した点数とする。 

価格点（点数）＝９０×（１－入札価格÷予定価格） 

 

（施工能力評価点） 

第７条 施工能力評価点は、次条から第１１条までの規定により算定した工事成績評価点、配置予

定技術者資格点、配置予定技術者実績点及び地域貢献等評価点を合計して得た点数とする。 

 

 （工事成績評価点） 

第８条 工事成績評価点は、次の表の左欄に掲げる工事成績点の平均の区分に応じ、同表の右欄に

定める点数とする。 

工事成績点の平均 工事成績評価点（点数） 

８０点以上 １６ 

７７．５点以上８０点未満 １５ 

７５点以上７７．５点未満 １４ 

７２．５点以上７５点未満 １３ 

７０点以上７２．５点未満 １２ 

６７．５点以上７０点未満 １１ 

６５点以上６７．５点未満 １０ 

６２．５点以上６５点未満 ９ 

６０点以上６２．５点未満 ８ 

５５点以上６０点未満 ７ 

５０点以上５５点未満 ６ 

４５点以上５０点未満 ５ 

４０点以上４５点未満 ４ 

３５点以上４０点未満 ３ 

３０点以上３５点未満 ２ 

２０点以上３０点未満 １ 

２０点未満 ０ 

備考 

１ この表において「工事成績点の平均」とは、当該発注工事の公表日の属する年度及びその

前５年度内に完了した工事（建築工事等競争入札参加者の資格に関し、区長が別に定める業

種区分において当該発注工事と同一の業種であるものに限り、公表日の前６カ月以内のもの



 

 

を除く。以下「完了工事」という。）のうち、直近３件の工事成績点の相加平均点とする。

ただし、完了工事が３件未満である場合は、次の各号に掲げる完了工事の件数の区分に応じ、

当該各号に定める点数とする。 

   ⑴ ２件 当該２件の工事成績点の相加平均点 

   ⑵ １件 当該１件の工事成績点 

   ⑶ ０件 ６０点 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、当該発注工事の公表時におい

て区長が指定する当該発注工事と異なる業種に係るものを、完了工事の対象とすることがで

きる。 

３ 完了工事のうち、直近のものに係る工事成績点が６０点未満である場合の工事成績評価点

は、この表の規定により算定した点数から５点を減じて得た点数（当該点数が０点未満とな

る場合にあっては、０点）とする。 

 

（配置予定技術者資格点） 

第９条 配置予定技術者資格点は、当該発注工事に係る法に定める業種について、次の各号に掲げ

る配置予定技術者の区分に応じ、当該各号に定める点数とする。この場合において、当該配置予

定技術者が複数の区分に該当する場合は、最上位の１つについてのみ評価するものとする。 

 ⑴ １級技術者 ２点 

⑵ ２級技術者 １点 

⑶ その他の技術者 ０．５点 

２ 前項に定めるもののほか、配置予定技術者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合は、同項

に規定する配置予定技術者資格点に０．５点をそれぞれ加えるものとする。 

⑴ 女性 

⑵ 当該発注工事の公表日が属する年度の３月３１日において、４０歳未満である者 

 

 （配置予定技術者実績点） 

第１０条 配置予定技術者実績点は、ＣＯＲＩＮＳにより発行される登録内容確認書による当該発

注工事に係る配置予定技術者の次の各号に掲げる経験実績の区分に応じ、当該各号に定める点数

とする。この場合において、当該配置予定技術者が複数の区分に該当する場合は、最上位の１つ

についてのみ評価するものとする。 

⑴  当該発注工事の同種の工事（ＣＯＲＩＮＳによる工事区分において当該発注工事と同一

の工種の工事であって、請負金額等が当該発注工事と同程度のもののうちから起工時にお

いて区長が指定したものをいう。）について次に掲げる者として関わったことがある場合 

それぞれに定める点数 

  ア 監理技術者 ４点 

  イ 監理技術者補佐 ３点 

  ウ 主任技術者 ２点 

  エ 担当技術者又は現場代理人 １点 



 

 

⑵  当該発注工事の類似の工事（ＣＯＲＩＮＳによる工事区分において原則として当該発注

工事と同一の工種の工事であって、請負金額等が当該発注工事よりも小規模のもののうち

から起工時において区長が指定したものをいう。）について次に掲げる者として関わったこ

とがある場合 それぞれに定める点数 

  ア 監理技術者 ２点 

  イ 監理技術者補佐 １．５点 

  ウ 主任技術者 １点 

  エ 担当技術者又は現場代理人 ０．５点 

 

 （地域貢献等評価点） 

第１１条 地域貢献等評価点は、一般競争入札参加資格確認申請日現在において、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める点数を合計して得た点数とする。 

 ⑴ 区内業者点 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める点数 

  ア 東京電子自治体共同運営サービス電子調達サービス（以下「共同運営」という。）におい

て区の入札参加資格を、区の区域内（以下「区内」という。）に所在する本店で取得してい

る場合 ３点  

  イ 共同運営において区の入札参加資格を、区内に所在する支店又は営業所で取得している場

合 １点 

⑵ 品質・環境配慮点 共同運営において区の入札参加資格を取得した営業活動の拠点において

ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１、エコステージ（ステージ２以上に

限る。）又はＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上に限る。）の

いずれかの認証を取得し、登録を受けている場合にあっては、１点 

⑶ ワーク・ライフ・バランス認定点 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業要綱

（平成１９年１０月１日付け１９新総総総第１３４５号）に基づく認定を受けている場合にあ

っては、１点 

 ⑷ 障害者雇用対策点 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第４

３条第１項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者の雇用がある場合にあっては、１点 

⑸ 災害協定点 区と災害協定を締結している場合（区と災害協定を締結している団体の構成員

である場合を含む。）又は消防団協力事業所の認定を受けている場合にあっては、１点 

 

 （決定基準等） 

第１２条 区長は、施工能力等審査型総合評価方式に係る入札を行おうとするときは、当該発注工

事の公告を行う前に、第５条から前条までに定める事項に関する落札者の決定基準（以下「決定

基準」という。）を定めるものとする。 

２ 区長は、前項の規定により決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項に

ついて２人以上の学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴くものとする。 

 ⑴ 当該決定基準を定めるに当たり留意すべき事項 

 ⑵ 落札者を決定する際に改めて学識経験者の意見を聴く必要性の有無 



 

 

３ 区長は、前項第２号の規定により改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとされた落札者の

決定を行おうとするときは、学識経験者の意見を聴くものとする。 

 

 （公告事項） 

第１３条 区長は、施工能力等審査型総合評価方式に係る入札を行おうとするときは、当該発注工

事の公告の際、次に掲げる事項を明示するものとする。 

 ⑴ 施工能力等審査型総合評価方式を採用する発注工事の入札である旨 

 ⑵ 次条に規定する提出書類の様式及び提出方法並びに提出後における内容変更を原則認めな

い旨 

 ⑶ 評価方法に関する次に掲げる事項 

  ア 施工能力等審査型総合評価方式による評価の方法 

  イ 価格点の評価の方法 

  ウ 施工能力評価点の項目及び評価の方法 

 ⑷ 落札者の決定方法 

 ⑸ その他区長が必要と認める事項 

 

 （資料の提出） 

第１４条 区長は、施工能力等審査型総合評価方式に係る入札の参加事業者に対し、一般競争入札

参加資格確認申請のほか、次に掲げる資料を提出させるものとする。 

 ⑴ 工事成績評定申告書（第１号様式） 

 ⑵ 配置予定技術者申告書（第２号様式） 

 ⑶ 地域貢献等申告書（第３号様式） 

 ⑷ 配置予定技術者の保有資格を確認できる書類 

 ⑸ その他区長が必要と認める書類 

 

（配置予定技術者の変更） 

第１５条 前条各号に掲げる資料の提出後に配置予定技術者を変更する場合は、次に掲げる条件を

証明するものとする。 

⑴ 新しい配置予定技術者との雇用関係が３か月以上続いていること。 

⑵ 配置予定技術者資格点及び配置予定技術者実績点が同一であり、又は上回る場合 

２ 前項の規定により配置予定技術者を変更する場合において、配置予定技術者資格点及び配置予

定技術者実績点が変更前のこれらの点数を上回るときは、変更後の配置予定技術者資格点及び配

置予定技術者実績点は、変更前と同一の点数とみなす。 

 

（落札者の決定方法） 

第１６条 施工能力等審査型総合評価方式に係る入札の落札者は、入札価格が予定価格の範囲内で

ある事業者のうち、第５条の評価点が最も高いものとする。この場合において、当該評価点が同

点であり落札者とすべき事業者が２以上あるときは、くじの方法により落札者を決定するものと



 

 

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、落札者とすべき事業者が低入札価格調査制度の対象となった場合に

は、新宿区における低入札価格調査制度実施要綱（平成１４年６月１０日付け１４新総財第２２

７号）に基づき、落札者を決定する。 

 

 （補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 

 この要綱は、令和４年１月４日から施行する。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


